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◆当金庫の自己資本の充実の状況等について
　　　　　～定性的な事項～
１．自己資本調達手段の概要

　自己資本は、出資金及び利益剰余金等により構成されており
ます。
　なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。
・普通出資
　①発行主体：上越信用金庫
　②コア資本に係る基礎項目の額に参入された額：７５５百万円
　平成２９年度末の自己資本額のうち、当金庫が積み立ててい
るもの以外のものは、地域のお客様からお預りしている出資金
が該当します。

２．自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　自己資本比率は国内基準である４％を上回っており、経営の
健全性・安全性を充分保っております。また、当金庫は、各エク
スポージャーが特定分野に集中することなく、リスクの分散を図っ
ております。（さらに、繰延税金資産につきましては、自己資本
に占める割合も逓減しており、ほとんど依存しておりません。）
　一方、将来の自己資本充実策については、年度ごとの収支計
画に基づく業務推進を通じ、そこから得られる利益による資本の
積上げを第一義的な施策として考えております。

３．信用リスクに関する事項
（１）リスク管理の方針及び手続きの概要
　信用リスクとは、お取引先の財務状況の悪化などにより、当金
庫が損失を被るリスクをいいます。
　当金庫では、信用リスクを当金庫が管理すべき最重要のリスク
であるとの認識の上、与信業務の基本的な理念や手続き等を明
示した「クレジットポリシー」を制定し、広く役職員に理解と遵
守を促すとともに、信用リスク管理の徹底を図っております。
　また、信用リスクの評価については、信用リスクの計量化を行
うとともに、信用格付制度の構築の為、インフラの整備を進め
ているところです。
　信用リスク管理の状況については、リスク管理委員会やＡＬＭ
委員会で協議検討を行うとともに、必要に応じて常勤理事会、
理事会に報告する態勢を整備しております。
　信用コストである貸倒引当金は、「資産自己査定規程」及び「貸
倒償却・引当規程」に基づき、自己査定における債務者区分毎
に計算された貸倒実績率により算定するとともに、その結果につ
いては、監査人の監査を受けるなど、適正な計上に努めており
ます。

（２）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の４つ
の機関を採用しています。なお、エクスポージャーの種類ごとに
適格格付機関の使分けは行っておりません。
・㈱格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
・㈱日本格付研究所（ＪＣＲ）
・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ＇ｓ）
・スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ（Ｓ＆Ｐ）

４．信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び　　	
手続の概要
　当金庫は、リスク管理の観点から取引先の倒産や財務状況の
悪化などにより被る損失（信用コスト）を軽減するため、お取引
先によっては、不動産担保や信用保証協会保証による保全措置
を講じております。但し、これはあくまでも補完的措置であり、
資金使途、返済財源、財務内容、事業環境、経営者の資質など
さまざまな角度から判断を行っております。
　また、判断の結果、担保または保証が必要な場合には、お客
様への十分な説明とご理解をいただいた上でご契約いただく等、
適切な取扱いに努めております。
　バーゼルⅢに定められている信用リスク削減手法には、適格担
保として自金庫預金積金、上場株式、保証として地方公共団体
保証、しんきん保証基金等保証会社、その他未担保預金等が該
当します。そのうち地方公共団体保証は政府保証と同様に、また、
しんきん保証基金等は適格格付機関が付与する格付により判定
をしております。
　また、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関
しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることのないよ
うリスク分散に努めております。

５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに
関するリスク管理の方針及び手続の概要
　当金庫は、該当ありません。

６．証券化エクスポージャーに関する事項
（１）リスク管理の方針及び手続の概要
　購入にあたっては、当金庫が定める「資金運用規程」及び「資
金運用基準」に則って取扱っております。
　リスクの認識については、市場動向、時価評価及び適格格付
機関が付与する格付情報などにより把握するとともに、必要に応
じてリスク管理委員会、常勤理事会等に諮り、適切なリスク管理
に努めております。

（２）証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の
算出に使用する方式の名称

　当金庫は標準的手法を採用しております。
（３）証券化取引に関する会計方針
　当金庫が定める「有価証券会計処理基準」及び日本公認会計
士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適正な
処理を行っております。

（４）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの 　
判定に使用する適格格付機関の名称

　証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する
適格格付機関は以下の４つの機関を採用しております。
　なお、投資の種類ごとに適格格付機関の使分けは行っており
ません。
・㈱格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
・㈱日本格付研究所（ＪＣＲ）
・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ＇ｓ）
・スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ（Ｓ＆Ｐ）
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７．オペレーショナル・リスクに関する項目
（１）リスク管理の方針及び手続の概要
　オペレーショナル・リスクは、業務運営上、可能な限り回避す
べきリスクであり、当金庫では「オペレーショナル・リスク管理
規程」に基づき、組織体制、管理の仕組みを整備するとともに、
定期的に収集したデータの分析・評価を行い、リスクの顕現化の
未然防止及び発生時の影響度の極小化に努めております。
　特に、事務リスク管理については、本部・営業店が一体となり、
厳正な「事務規程・要領」の整備、その遵守を心掛けることは
もちろんのこと、日頃の事務指導や研修体制の強化、さらには
牽制機能としての事務検証などに取組み、事務品質の向上に努
めております。
　システムリスクについては、「システムリスク管理要領」に基
づき、管理すべきリスクの所在、種類等を明確にし、定期的な
点検検査、さらにはシステム監査を実施し、安定した業務遂行が
できるよう、多様化かつ複雑化するリスクに対して、管理態勢の
強化に努めております。
　現状、一連のオペレーショナル・リスクに関連するリスクの状
況については、リスク管理委員会をはじめ、各種委員会にて定
期的に協議検討を行うとともに、必要に応じて理事会、常勤理
事会といった経営陣に対し報告する態勢を整備しております。

（２）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
　当金庫は基礎的手法を採用しております。

８．銀行勘定における出資その他これに類するエクスポー
ジャー又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の
方針及び手続手法
　上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託については、
時価評価及び予想損失額（２０％下落）によるリスク計測によっ
て把握するとともに、金庫の抱える市場リスクの状況や、設定さ
れたリスク限度枠、損失限度枠の遵守状況を、リスク管理担当
役員に報告するとともに、定期的にＡＬＭ委員会、リスク管理委
員会及び常勤理事会へ報告しております。
　非上場株式、政策投資株式、その他ベンチャーファンド又は投
資事業組合への出資金については、当金庫が定める「資金運用
規程」及び「資金運用基準」などに基づいた適正な運用・管理
を行っております。また、リスクの状況は、財務諸表や運用報告
を基にした評価による定期的なモニタリングを実施するとともに、
その状況については、適宜、経営陣へ報告を行うなど、適切な
リスク管理に努めております。
　なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定め
る「有価証券会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融
商品会計に関する実務指針」に従った、適正な処理を行っており
ます。

９．銀行勘定における金利リスクに関する事項
（１）リスク管理の方針及び手続の概要
　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変
動や、将来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫におい
ては、双方ともに定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講

じる態勢としております。
　具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の
金利リスク（ＢＰＶ）の計測や、金利更改を勘案した期間収益シミュ
レーションによる収益への影響度、さらには新商品等の導入によ
る影響など、ＡＬＭ管理システムや証券管理システムにより定期
的に計測を行い、ＡＬＭ委員会で協議検討するとともに、必要に
応じて経営陣へ報告を行うなど、資産・負債の最適化に向けたリ
スク・コントロールに努めております。

（２）内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定手法
の概要

　金利リスク算定の前提は、以下の定義に基づいて算定してお
ります。
　・計測方法
　預金・貸出金は「ラダー計算方式」、有価証券は「ＧＰＳ方式」

　・コア預金
対象：流動性預金全般（当座、普通、貯蓄等）
算定方法：①過去５年の最低残高、②過去５年の最大年

間流出量を現残高から差引いた残高、③現残
高の５０％相当額、以上３つのうち最小の額を
上限

� 満期：５年以内（平均２．５年）
　・金利感応度資産・負債

預金、貸出金、有価証券、預け金、その他の金利・期間
を有する資産・負債

　・金利ショック幅
　１００ＢＰＶ（１％上昇）

　・リスク計測の頻度
　月次（前月末基準）
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項　　　　　　　目 平成２８年度 平成２９年度経過措置による不算入額 経過措置による不算入額
コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 ( １)
普 通 出 資 又 は 非 累 積 的 永 久 優 先 出 資 に 係 る 会 員 勘 定 の 額 １１，４７２ １１，５８３

う ち 、 出 資 金 及 び 資 本 剰 余 金 の 額 ７５９ ７５５
う ち 、 利 益 剰 余 金 の 額 １０，７４８ １０，８５９
う ち 、 外 部 流 出 予 定 額 （ △ ） ２２ ２２
う ち、 上 記 以 外 に 該 当 す る も の の 額 △１２ △８

コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 算 入 さ れ る 引 当 金 の 合 計 額 １６５ １９７
う ち、 一 般 貸 倒 引 当 金 コ ア 資 本 算 入 額 １６５ １９７
う ち 、 適 格 引 当 金 コ ア 資 本 算 入 額 － －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含ま
れる額 － －

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手
段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の４５パーセントに相当す
る額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 １１ ９

コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 (イ) １１，６４９ １１，７９０
コ ア 資 本 に 係 る 調 整 項 目 ( ２)
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）
の額の合計額 １９ １２ ２３ ５

う ち 、 の れ ん に 係 る も の の 額 － － － －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 １９ １２ ２３ ５

繰 延 税 金 資 産（ 一 時 差 異 に 係 る も の を 除 く。） の 額 ３ ２ ３ ０
適 格 引 当 金 不 足 額 － － － －
証 券 化 取 引 に 伴 い 増 加 し た 自 己 資 本 に 相 当 す る 額 － － － －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － － － －
前 払 年 金 費 用 の 額 ４８ ３２ ８４ ２１
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － － － －
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － － － －
少 数 出 資 金 融 機 関 等 の 対 象 普 通 出 資 等 の 額 － － － －
信 用 金 庫 連 合 会 の 対 象 普 通 出 資 等 の 額 － － － －
特 定 項 目 に 係 る １ ０ パ ー セ ン ト 基 準 超 過 額 － － － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － － － －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － － － －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － － － －

特 定 項 目 に 係 る １ ５ パ ー セ ン ト 基 準 超 過 額 － － － －
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － － － －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － － － －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － － － －

コ ア 資 本 に 係 る 調 整 項 目 の 額 (ロ) ７１ １１２
自 己 資 本
自 己 資 本 の 額 ( ( イ ) － ( ロ ) ) （ハ） １１，５７８ １１，６７８
リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 ( ３)
信 用 リ ス ク・ ア セ ッ ト の 額 の 合 計 額 ６９，１７４ ７４，９５９

資 産 （ オ ン ・ バ ラ ン ス ） 項 目 ６８，７８２ ７４，３３６
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △３，１４１ △５，７２５

うち、無形固定資産
（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。） １２ ５

う ち 、 繰 延 税 金 資 産 ２ ０
う ち 、 前 払 年 金 費 用 ３２ ２１
う ち、 他 の 金 融 機 関 等 向 け エ ク ス ポ ー ジ ャ ー △３，２２６ △５，７９０
う ち、 上 記 以 外 に 該 当 す る も の の 額 ３６ ３６

オ フ ・ バ ラ ン ス 取 引 等 項 目 ３６３ ６０５
Ｃ Ｖ Ａ リ ス ク 相 当 額 を ８ ％ で 除 し て 得 た 額 ２８ １７
中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスクアセットの額 － ０

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額 ４，４６７ ４，４０８
信 用 リ ス ク ・ ア セ ッ ト 調 整 額 － －
オ ペ レ ー シ ョ ナ ル・ リ ス ク 相 当 額 調 整 額 － －
リ ス ク・ ア セ ッ ト 等 の 額 の 合 計 額 (ニ) ７３，６４１ ７９，３６７
自 己 資 本 比 率
自 己 資 本 比 率 ( ( ハ ) ／ ( ニ ) ) １５．７２％ １４．７１％

１．自己資本の構成に関する事項
� （単位：百万円）

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第８９条第１項において準用する銀行法第１４条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する
資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成１８年金融庁告示第２１号）」に基づき算出しております。

� 　なお、当金庫は国内基準を採用しております。
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（注）１．信用リスクエクスポージャーに係るデリバティブ取引はありません。
２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が
約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している債務者に係るエクス
ポージャーのことです。

３．上記の「その他」は、裏付けとなる個々の資産の全部又は一部を
把握することが困難な投資信託等及び業種区分に分類することが
困難なエクスポージャーです。具体的には現金、有形・無形固定
資産、繰延税金資産等が含まれます。

４．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しておりま
す。

ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高
及び期中の増減額

　　　　　２８ページに記載してありますのでご覧下さい。

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
三月以上延滞

エクスポージャー貸出金等、
オフ・バランス取引 債　　券

２８年度 ２９年度 ２８年度 ２９年度 ２８年度 ２９年度 ２８年度 ２９年度

国 内 ２１５，６２１ ２１１，７５８ ７２，３９７ ７１，９０６ ６３，１７２ ６３，１６７ ４５０ ３９１

国 外 ７，６６７ １５，０８４ － － ５，６８３ １２，９９０ － －

地 域 別 合 計 ２２３，２８９ ２２６，８４２ ７２，３９７ ７１，９０６ ６８，８５６ ７６，１５８ ４５０ ３９１

製 造 業 ６，０５４ ５，７１９ ５，１６４ ５，０２８ ７０９ ５０５ ８５ ５

農 業、 林 業 １８２ ２２２ １８２ ２２０ － － － －

漁 業 ９ ８ ９ ８ － － － －

鉱業、採石業、砂利採取業 － － － － － － － －

建 設 業 ８，１４３ ８，４３３ ８，１４３ ８，１３３ － 　　３００ ６５ ２１

電気・ガス・熱供給・水道業 ６，７８９ ９，１６１ １２ － ６，７７６ ９，１５６ － －

情 報 通 信 業 ３９７ ４２８ ３７４ ３９９ － － － －

運輸業、 郵便業 ５１６ ４８０ ４９６ ４５８ － － － －

卸売業、 小売業 ６，２９２ ５，５６５ ５，６９１ ５，３６５ ６００ ２００ １１９ １２９

金融業、 保険業 ９５，７９３ １０２，８３８ ２，６７７ ４，０７２ １８，６２３ ２８，３６０ － －

不 動 産 業 ４，１２９ ４，３６８ ２，６２５ ２，４７１ １，００１ １，４００ － －

物 品 賃 貸 業 １，７５５ １，２５３ ４５１ ２４８ １，３０１ １，０００ － １１４

学術研究、専門・技術サービス業 ２４８ ２３７ ２４８ ２３７ － － － －

宿 泊 業 ８０８ ８０１ ８０５ ７９７ － － － －

飲 食 業 １，１９３ １，２３７ １，１９３ １，２３７ － － １０１ ７４

生活関連サービス業、娯楽業 １，１８８ １，１１３ １，１２５ １，０４５ － － － －

教育、学習支援業 ３０７ ３５５ ３０７ ３５５ － － － －

医 療、 福 祉 ３，５３９ ３，４１１ ３，５３９ ３，４０８ － － － －

その他のサービス ３，２４９ ２，９８２ ２，５６４ ２，４０７ ５６４ ５７２ ６ １０

国・地方公共団体等 ５２，４０４ ４６，４９３ １０，５８２ ９，２２４ ３９，２７８ ３４，６６２ － －

個 人 ２６，１９８ ２６，３５１ ２６，１９９ ２６，３５１ － － ７１ ３５

そ の 他 ４，０８６ ５，３７８ － 　　４３３ － － － －

業 種 別 合 計 ２２３，２８９ ２２６，８４２ ７２，３９７ ７１，９０６ ６８，８５６ ７６，１５８ ４５０ ３９１

１ 年 以 下 ５６，１４７ ４４，７１６ １３，８３０ １３，８２６ ７，３０１ ４，８８５

１年 超３年 以 下 ５８，７６１ ６３，６５０ １３，２７１ １１，８９８ １２，３８０ １３，８５６

３年 超５年 以 下 ２４，６２５ ２６，８５８ ９，６６７ １０，５９３ １３，０５６ １５，２６３

５年 超７年 以 下 ２３，４６６ １５，０９１ ８，０７１ ７，２３９ １４，８９４ ７，３５１

７年超１０年以下 １２，７３５ １５，９５４ ６，６１５ ６，０３４ ３，１２０ ４，９６９

１ ０ 年 超 ３２，６６２ ４５，２０６ １４，５５８ １６，０７８ １８，１０４ ２９，１２７

期間の定めのないもの １４，８８９ １５，３６４ ６，３８２ ６，２３４ － 　　７０３

残存期間別合計 ２２３，２８９ ２２６，８４２ ７２，３９７ ７１，９０６ ６８，８５６ ７６，１５８

平成２８年度 平成２９年度

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

イ．信用リスク・アセット
　　所要自己資本の額の合計※１ ６９，１７４ ２，７６６ ７４，９５９ ２，９９８

①標準的手法が適用される
ポートフォリオごとのエクス
ポージャー※２

７２，２８７ ２，８９１ ８０，６６５ ３，２２６

ソブリン向け ２７５ １１ １６６ ６

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け １６，８５６ ６７４ １７，３８８ ６９５

法人等向け １６，４３７ ６５７ １９，３６０ ７７４

中小企業等向け及び個人向け ２３，０４２ ９２１ ２３，４８９ ９３９

不動産取得等事業向け ５，８３７ ２３３ ５，４７９ ２１９

３ヵ月以上延滞等 ３６５ １４ １９３ ７

取立未済手形 ３ ０ ４ ０

信用保証協会等による保証付 ３８０ １５ ３５８ １４

出資等 ２１６ ８ ２８６ １１

上記以外 ８，８７２ ３５４ １３，９３６ ５５７

他の金融機関等の対象資本
調達手段のうち対象普通出
資等に該当するもの以外の
ものに係るエクスポージャー

５，３７６ ２１５ ９，６５０ ３８６

信用金庫連合会の対象普通出資
等であってコア資本に係る調整
項目の額に算入されなかった部
分に係るエクスポージャー

１，０１１ ４０ １，０１１ ４０

特定項目のうち調整項目
に算入されない部分に係
るエクスポージャー

１１０ ４ ６４ ２

上記以外のエクスポージャー ２，３７４ ９４ ３，２０９ １２８

②証券化エクスポージャー※３ － － ２ ０

③複数の資産を裏付とする資産
（所謂ファンド）のうち、個々
の資産の把握が困難な資産

－ － － －

④経過措置によりリスク・アセッ
トの額に算入されるものの額 ８４ ３ ６４ ２

⑤他の金融機関等の対象資本調達
手段に係るエクスポージャーに係
る経過措置によりリスク・アセット
の額に算入されなかったものの額

△３，２２６ △１２９ △５，７９０ △２３１

⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で
除して得た額 ２８ １ １７ ０

⑦中央清算機関関連エクス
ポージャー － － ０ ０

ロ．オペレーショナル・リスク
　  相当額を８％で除して得た額 ４，４６７ １７８ ４，４０８ １７６

ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ）７３，６４１ ２，９４５ ７９，３６７ ３，１７４

２．自己資本の充実度に関する事項
� （単位：百万円）

３．信用リスクに関する事項
　�（証券化エクスポージャーを除く）
イ．信用リスクに関するエクスポージャー及び主な
種類別の期末残高		＜地域別・業種別・残存期間別＞

� （単位：百万円）

（注）１．所要自己資本の額＝リスク・アセット×４％
２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）
並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のこと
です。

３．「３ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の
翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び
「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人等向け」（「国
際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが１５０％になっ
たエクスポージャーのことです。

４．当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスクを算定して
います。

＜オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法＞
粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％
直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

５．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％
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ハ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等
� （単位：百万円）

ニ．リスク・ウェイトの区分ごとの
エクスポージャーの額等

� （単位：百万円）
個別貸倒引当金

貸出金償却
期首残高 当期増加額

当期減少額
期末残高

目的使用 その他
２８年度 ２９年度 ２８年度 ２９年度 ２８年度 ２９年度 ２８年度 ２９年度 ２８年度 ２９年度 ２８年度 ２９年度

製 造 業 １０３ ５２ １７ ５９ ６８ ０ ３５ ５２ ５２ １１１ ７ －
農 業 、 林 業 － － 　－ 　－ － － － － － － － －
漁 業 － － － － － － － － － － － －
鉱業、採石業、砂利採取業 － － － － － － － － － － － －
建 設 業 ７３６ ６８０ １０ △３１５ ６５ ２０ ６７０ ６５９ ６８０ ３４４ １０ ５
電気・ガス・熱供給・水道業 － － － － － － － － － － － －
情 報 通 信 業 － － － － － － － － － － － －
運 輸 業、 郵 便 業 － － － － － － － － － － － －
卸 売 業、 小 売 業 ９３ １７４ ８２ １７２ １ ７９ ９２ ９４ １７４ ２６７ － ２
金 融 業、 保 険 業 － － － － － － － － － － － －
不 動 産 業 １９８ １３ △２５ △２　　１５９ － ３９ １３ １３ １０ － －
物 品 賃 貸 業 １０５ １１８ １３ △４ － － １０５ １１８ １１８ １１４ － －
学術研究、専門・技術サービス業 － － － － － － － － － － － －
宿 泊 業 ３ ３ △０ 　２ － － ３ ３ ３ ５ － －
飲 食 業 ５２ ３９ △１３ △９ － － ５２ ３９ ３９ ３０ － －
生活関連サービス業、娯楽業 － ５０ ５０ ０ － － － ５０ － ５１ － －
教 育、 学 習 支 援 業 － － － － － － － － － － － －
医 療 、 福 祉 １８ １８ △０ △０ － － １８ １８ １８ １７ － －
そ の 他 の サ ービス ８ １３ ５ △０ － ６ ８ ６ １３ ６ － －
国・地方公共団体等 － － － － － － － － － － － －
個 人 １００ １２７ 　３７ △４ １０ ０ ９０ １２６ １２７ １２１ １０ －
合 計 １，４２０ １，２９２ １７６ △１０３ ３０４ １０８ １，１１５ １，１８４ １，２９２ １，０８１ ２９ ８

信用リスク
削減手法

ポートフォリオ

適格金融資産担保 保　証 クレジット・デリバティブ

２８年度 ２９年度 ２８年度 ２９年度 ２８年度 ２９年度

信用リスク削減手法が
適用されたエクスポージャー １，５３５ １，３１１ １７，５０５ １８，６５１ － －

平成２８年度 平成２９年度

与信相当額の算出に用いる方式 カレントエクスポージャー方式 カレントエクスポージャー方式

グロス再構築コストの額の合計額 ５８ ８　

グロス再構築コストの額の合計額及び
グロスのアドオン合計額から担保による
信用リスク削減手法の効果を勘案する
前の与信相当額を差し引いた額

－ －

６．証券化エクスポージャーに関する事項
イ．オリジネーターの場合　ロ．投資家の場合

　　　・該当ございません。� ・該当ございません。

７．出資等エクスポージャーに関する事項
イ．貸借対照表計上額及び時価

ロ．出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
　　・該当ございません。

ハ．貸借対照表で認識され、かつ、損益計
算書で認識されない評価損益の額

　　・該当ございません。

ニ．貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
　　・該当ございません。

（単位：百万円）

区　分
平成２８年度 平成２９年度

貸借対照表計上額 時　　価 貸借対照表計上額 時　　価
上場株式等 － － － －
非上場株式等 １，２２７ １，２２７ １，２２７ １，２２７
合 計 １，２２７ １，２２７ １，２２７ １，２２７

（単位：百万円）
担保による信用リスク削減手法の
効果を勘案する前の与信相当額

担保による信用リスク削減手法の
効果を勘案した後の与信相当額

平成２８年度 平成２９年度 平成２８年度 平成２９年度
①派生商品取引合計 　　　９６ ４６ ９６ 　４６

(ⅰ)外国為替関連取引 　　　９６ ４４ ９６ ４４　
(ⅱ)金利関連取引 － － － －
(ⅲ)金関連取引 － － － －
(ⅳ)株式関連取引 － 　　　　　　

２
－ 　　　　　　

２
(ⅴ)貴金属（金を除く）関連取引 － － － －
(ⅵ)その他コモディティ関連取引 － － － －
(ⅶ)クレジット・デリバティブ － － － －

②長期決済期間取引 － － － －
合　　　計 　９６ 　　　４６　　　　　９６ ４６

告示で定める
リスク・ウェイト

区分（％）

エクスポージャーの額
平成２８年度 平成２９年度

格付有り 格付無し 格付有り 格付無し
０％ － ６３，５８８ － ５６，７０２

１０％ － ７，０５４ － ５，６８９

２０％ ８０８ ８５，５５０ １，３０８ ９２，３３１

３５％ － － － －

５０％ ２０，０５６ ３１７ ２０，１１０ ６８４

７５％ － ２４，４４６ － ２５，０９０

１００％ ８０６ ２０，９４４ ２，２０７ １９，８８０

１５０％ － １２１ － ９２

２００％ － － － －

２５０％ － ４４ － ３，１３６

合　　計 ２２３，７３９ ２２７，２３４

（注）１．格付は適格格付機関が付与している
ものに限ります。

２．エクスポージャーは信用リスク削減
手法適用後のリスクウェイトに区分し
ております。

（注）１．当金庫は、国内の限定されたエリアに
て事業活動を行っているため、「地域
別」の区分は省略しております。

２．業種別区分は日本標準産業分類の大
分類に準じて記載しております。

８．金利リスクに関する事項 （単位：百万円）

平成２８年度 平成２９年度

金利リスクに関して内部管理
上使用した金利ショックに対す
る時価及び経済価値の増減額

△５，３０６ △７，０２１

（注）金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市
場金利に影響を受けるもの（例えば、貸出金、有価証券、
預金等）が、金利ショックにより発生するリスク量を見る
ものです。当金庫では、金利ショックを１００ＢＰ（市場金
利が上下に１％変動した時に受ける金利リスク量）として
金利リスクを算出しております。

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いております。

４．信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

� （単位：百万円）

５．派生商品取引及び長期決済期間取引の
取引相手のリスクに関する事項

� （単位：百万円）


